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市は自身の葬儀などに心配を抱える市民を支援します

「葬儀 生前契約 支援事業」を開始

問い合わせは▶保健福祉センター生活援護課給付担当☎（260）5627　  （262）0999。

　市は、自身の死後に心配を抱える市民に、葬儀・納骨の生前契約の支援や相談先の情報提供などをし
ます。支援や情報提供を希望する人は、お問い合わせください。
※この事業は、対象者および葬祭事業者に対して市から補助金などを支給するものではありません。

■身寄りがなく経済的に困っている人の、
　葬儀・納骨の生前契約を支援

■身寄りがある人や一定以上の収入がある人などにも
　情報を提供

・契約後は、市と事業者が対象者の情報を管理。市が定期的に安否を確認。
・事業者が葬儀を履行した後は、市が対象者の知人などに死亡を連絡。

対象者

身寄りがない単身者や高
齢の夫婦のみの世帯など
で、葬儀を行う人がおら
ず、生活にゆとりがない
人（預貯金や収入などの条
件あり）

①支援を希望する対象者が相談

②協力葬祭事業者の情報を提供

③市からの情報を基に連絡

⑤生前契約を締結

④葬儀・納骨に関する情報提供、葬祭扶助基準
　（今年度：20万6,000円）を上限とした葬儀
　プランを提案

協力
葬祭
事業者

市

市
協力葬祭事業者の情報を提供

法的手続きなどの相談ができる司法書士会や
行政書士会などの窓口を案内

身寄りはあるが、経済的な
面で葬儀が心配な人

不動産、一定額以上の預貯金・
収入などはあるが、財産の相
続・処分などが心配な人
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特定健診・長寿健診は９月末までです

問い合わせは▶市役所保険年金課保険給付担当☎（260）5115　  （260）5158
（教室・個別訪問については保健福祉センター健康づくり推進課地域保健活動担当☎（260）5663　  （260）1156）。

■年に1回は健康診断を受けましょう
対　象▶特定健診は40歳以上の大和市国民
健康保険加入者、長寿健診は神奈川県後
期高齢者医療制度加入者（いずれも対象者
には5月末までに受診券を送付済み）

検査項目▶問診、身長、体重、腹囲、BMI、
血圧、肝機能、血中脂質、血糖、尿、腎
機能など

費　用▶原則、特定健診は1,200円、長寿
健診は無料。

健診結果に応じて
アフターフォローを実施
　保健師や管理栄養士が教室や個
別訪問を実施し、食事面の提案や
運動習慣の見直しなど
のアドバイスをします。
対　象▶血糖値、血圧、
　脂質、腹囲などが基
　準範囲以上の人。

市立病院の診療体制がさらに充実

より住みやすいまちに進化中
取り組みの一部を紹介します

　近年、気軽にボールで遊べる場所が少なくなっています。その
ため、市は「ボール遊びもできる公園」の整備を進めています。こ
れまでに、つきみ野5号、善光明、宮久保2号の各公園に防球ネッ
トの設置を完了。深見西には「ぼ～る遊びもできる公園」を新設し
ました。さらに今年度中に、市北部と中部に１公園ずつ追加整備
予定です。
※公園によってできるボール遊びが異なりますので、公園内の案
　内板をご確認ください。

　大和駅の駅前広場から北に伸びる通りの大規模な
整備を実施しました。一方通行の2車線だった車道
を１車線にし、歩道上のアーケードを撤去、歩道を
最大5.5㍍に拡幅しました。また、速度抑制のため
に車道をS字カーブにし、自転車通行空間も整備し
ました。
　これにより、歩行者や自転車、自動車の安全性の
向上、路上駐車の抑制などが期待できます。

ボール遊びもできる公園を整備

大和駅前の道路などを整備

市消防本部近くの「ぼ～る遊びもできる公園」

問い合わせは▶引地台公園内市みどり公園課公園管理事務所☎（263）9221　  （263）6514。

問い合わせは▶市役所道路安全対策課道路整備担当☎（260）5409　  （260）5474。

整備により歩道が広がるなど、安全性が向上


